
工事費積算内訳書の不備等により無効となる取り扱いについて 

  積算内訳書の不備等により無効の入札となる取り扱いについて、次の例示に相当する入札につ

いては「無効」としますので、入札の際には、必ず入札書と積算内訳書（以下内訳書という）

に不備のないか確認して入札してください。令和 6 年 7 月 18 日入札分より適用します。 

                    

   令和 6 年 7 月 18 日 

   
                          豊郷町役場 企画振興課 
                              TEL 0749-35-8112 

  
内訳書が未提出と認められる場合 
 

1. 内訳書が提出されない場合 
  （例）内訳書が複数頁必要な場合において、一部が欠落している場合 
  （例）Excel で、複数シートが一つの内訳書を成しており、そのシートの

一部がない場合 
2. 内訳書とは無関係な書類の場合 

 （例）提出された書類が、内訳書以外の書類等の場合 
3. 他の工事の内訳書である場合 

 （例）提出された内訳書が別工事の場合 
4. 白紙である場合 

 （例）提出された内訳書が白紙の場合 
5. 内訳書が特定できない場合 

  （例）複数の内訳書の提出があり、特定できない場合 
  （例）Excel で、複数シートに内訳書が作成されている等 

 
 
 内訳書に不備のある場合 
 

1. 内訳書の重要な項目がない場合 
 （例）内訳書の「商号又は名称」、「工事名」、「金額」等の記載がないことにより、
入札書と同一性が判別できない場合 

2. 「工事名」の記載に誤りがある場合 
 （例）内訳書の「工事名」が入札案件と異なる場合。 
 ただし、軽微な誤字、脱字であると認められる場合は除く。 

3. 「商号又は名称」の記載に誤りがある場合 
 （例）内訳書の「会社名又は氏名」が異なる場合。 
 ただし、軽微な誤字、脱字であると認められる場合は除く。 

4. 内訳書の工事価格と入札額が不一致の場合 
 （例）内訳書の工事価格の金額と入札額が一致していない場合 

 

その他 
 
1.内訳書の電子データーが破損している場合 
  （例）内訳書のファイルが壊れている等に理由により確認が困難なとき 


